
顧問弁護士との法律相談の進め方

相 談 者

電話・FAX/メール

事務局(にて判断します）

緊急性 はいいいえ

田中弁護士事務所にて

相談する（数日後）
協会事務所にて

相談する（３ヶ月に一回）

①顧問弁護士との対面相談とする。

②相談のルールを下記に示す

③法律相談の内容

• 協会員個人の法律相談（プライベートは除く）

• 協会員の労働問題

• 協会員の業務上係りのあるクライアントの法律問題

• 介護保険上の解釈やケアマネジメント相談は除く

•費用：　相談業務は原則無料、ただし
　　　　　ア．相談内容が複雑で、適切な助言を行うために相当な時間を要するもの
　　　　　イ．相談内容が特殊あるいは高度に専門的で相当な調査・研究が必要なもの
　　　　　　　については弁護士との話合いにより、相談者が負担する。
•相談開始日 ：平成20年11月5日から
•相談時間　　：1時間弱/1件

基本ルール


